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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録ヘッドより、入力記録データに基づいて記録媒体にドットを形成し記録処理を行っ
たときの記録不良を検出する記録不良検出装置であって、
　前記記録処理が行われた後の前記記録媒体へ、照明光を照射する照明部と、前記照明部
によって前記照明光が照射されている前記記録媒体の記録画像を、撮像し検出情報を出力
する撮像部とを有し、
　基準記録データを入力記録データとし、前記記録媒体に基準記録画像として記録した後
、前記基準記録画像を前記撮像部にて検出した基準検出情報を出力し、前記基準検出情報
と前記基準記録データとを比較して補正情報を生成し、前記入力記録データを前記補正情
報をもとに補正した補正入力記録データとすると共に、前記入力記録データを前記記録媒
体に入力記録画像として記録した後、前記撮像部にて検出し得られた入力記録画像情報と
、前記補正入力記録データとの比較結果に基づいて、前記記録不良の発生の有無を判断す
る記録不良判定部を有することを特徴とする記録不良検出装置。
【請求項２】
　前記補正情報は、主走査方向又は副走査方向に対する前記ドットの位置補正情報である
ことを特徴とする請求項１に記載の記録不良検出装置。
【請求項３】
　前記補正情報は、前記ドットの階調補正情報であることを特徴とする請求項１に記載の
記録不良検出装置。
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【請求項４】
　前記基準記録データは、前記入力記録データとは異なる専用データであることを特徴と
する請求項２または３に記載の記録不良検出装置。
【請求項５】
　記録ヘッドより、入力記録データに基づいて記録媒体に記録処理を行ったときの記録不
良を検出する記録不良検出装置であって、
　前記記録処理が行われた後の前記記録媒体へ、照明光を照射する照明部と、前記照明部
によって前記照明光が照射されている前記記録媒体の記録画像を、撮像し検出情報を出力
する撮像部とを有し、
　入力記録データを前記記録媒体に入力記録画像として記録した後、前記入力記録画像を
前記撮像部にて検出した入力記録画像情報を出力し、前記入力記録画像情報と前記入力記
録データとを比較して補正情報を生成し、前記入力記録データを前記補正情報をもとに補
正した補正入力記録データとすると共に、前記撮像部にて検出し得られた入力記録画像情
報と、前記補正入力記録データとの比較結果に基づいて、前記記録不良の発生の有無を判
断する記録不良判定部を有し、前記補正情報生成動作と前記記録不良判定動作とを同一の
前記入力記録画像に対して処理することを特徴とする記録不良検出装置。
【請求項６】
　前記補正情報の生成は、前記入力記録画像から特徴画像を抽出することによって行うこ
とを特徴とする請求項５に記載の記録不良検出装置。
【請求項７】
　記録ヘッドより、入力記録データに基づいて記録媒体にドットを形成し記録処理を行っ
たときの記録不良を検出する記録不良検出方法であって、
　前記記録処理が行われた後の前記記録媒体へ、照明光を照射する照明部と、前記照明部
によって前記照明光が照射されている前記記録媒体の記録画像を、撮像し検出情報を出力
する撮像部とを有し、
　基準記録データを入力記録データとし、前記記録媒体に基準記録画像として記録した後
、前記基準記録画像を前記撮像部にて検出した基準検出情報を出力し、前記基準検出情報
と前記基準記録データとを比較して補正情報を生成し、前記入力記録データを前記補正情
報をもとに補正した補正入力記録データとすると共に、前記入力記録データを前記記録媒
体に入力記録画像として記録した後、前記撮像部にて検出し得られた入力記録画像情報と
、前記補正入力記録データとの比較結果に基づいて、前記記録不良の発生の有無を判断す
ることを特徴とする記録不良検出方法。
【請求項８】
　記録ヘッドより、入力記録データに基づいて記録媒体に記録処理を行ったときの記録不
良を検出する記録不良検出方法であって、
　前記記録処理が行われた後の前記記録媒体へ、照明光を照射する照明部と、前記照明部
によって前記照明光が照射されている前記記録媒体の記録画像を、撮像し検出情報を出力
する撮像部とを有し、
　入力記録データを前記記録媒体に入力記録画像として記録した後、前記入力記録画像を
前記撮像部にて検出した入力記録画像情報を出力し、前記入力記録画像情報と前記入力記
録データとを比較して補正情報を生成し、前記入力記録データを前記補正情報をもとに補
正した補正入力記録データとすると共に、前記撮像部にて検出し得られた入力記録画像情
報と、前記補正入力記録データとの比較結果に基づいて、前記記録不良の発生の有無を判
断し、前記補正情報生成動作と前記記録判定動作とを同一の前記入力記録画像に対して処
理することを特徴とする記録不良検出方法。
【請求項９】
　記録ヘッドより、入力記録データに基づいて記録媒体にドットを形成し記録処理を行っ
たときの記録不良を検出する記録不良検出装置を備えた画像記録装置であって、
　前記記録不良検出装置は、前記記録処理が行われた後の前記記録媒体へ、照明光を照射
する照明部と、前記照明部によって前記照明光が照射されている前記記録媒体の記録画像
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を撮像し検出情報を出力する撮像部とを有し、
　基準記録データを入力記録データとし、前記記録媒体に基準記録画像として記録した後
、前記基準記録画像を前記撮像部にて検出した基準検出情報を出力し、前記基準検出情報
と前記基準記録データとを比較して補正情報を生成し、前記入力記録データを前記補正情
報をもとに補正した補正入力記録データとすると共に、前記入力記録データを前記記録媒
体に入力記録画像として記録した後、前記撮像部にて検出し得られた入力記録画像情報と
、前記補正入力記録データとの比較結果に基づいて、前記記録不良の発生の有無を判断す
る記録不良判定部を有することを特徴とする画像記録装置。
【請求項１０】
　記録ヘッドより、入力記録データに基づいて記録媒体に記録処理を行ったときの記録不
良を検出する記録不良検出装置を備えた画像記録装置であって、
　前記記録不良検出装置は、前記記録処理が行われた後の前記記録媒体へ、照明光を照射
する照明部と、前記照明部によって前記照明光が照射されている前記記録媒体の記録画像
を、撮像し検出情報を出力する撮像部とを有し、
　入力記録データを前記記録媒体に入力記録画像として記録した後、前記入力記録画像を
前記撮像部にて検出した入力記録画像情報を出力し、前記入力記録画像情報と前記入力記
録データとを比較して補正情報を生成し、前記入力記録データを前記補正情報をもとに補
正した補正入力記録データとすると共に、前記撮像部にて検出し得られた入力記録画像情
報と、前記補正入力記録データとの比較結果に基づいて、前記記録不良の発生の有無を判
断する記録不良判定部を有し、前記補正情報生成動作と前記記録不良判定動作とを同一の
前記入力記録画像に対して処理することを特徴とする画像記録装置。
【請求項１１】
　前記撮像部は、前記記録ヘッドのドット密度よりも高密度で前記基準記録画像を検出し
、各画素の濃度情報に応じて前記補正情報を得ることを特徴とする請求項１に記載の記録
不良検出装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙やフイルム等の記録媒体にインク等を定着させて画像を記録する画像記録
装置に関し、特に画像記録装置の記録ヘッドより、記録データに基づいて記録媒体に記録
処理を行ったときの記録不良の検出を行う記録不良検出装置及びこれを用いた画像記録装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　大量の紙やフイルム等の記録媒体にインクを定着させて画像を記録する画像記録装置に
おいて、数十～数百ｍ／ｍｉｎの高速度で記録媒体を搬送しながら、画像を記録するもの
がある。このような高速度の画像記録では、上位装置から送られてくる画像データと記録
後の画像とが一致しているかどうかの検証を、人間の目視により行うことは不可能である
。また、低速度の画像記録であっても、人間の目視により行うことは正確性に欠ける場合
がある。そこで、このような画像記録装置では、記録された画像を電子的に読み取り、こ
の画像と上位装置からの画像データで表現されている画像とをドット毎に比較することで
記録不良を検出する技術が提案されている。
【０００３】
　例えば特許文献１には、印刷物の印刷イメージを読み込み、元の印刷用イメージデータ
とマッチングさせて印刷結果を検査する際に、簡単な方法でスキュー補正することにより
適切にイメージデータを対応付けられるようにし、正確な検査を行うことを目的としてお
り、解決手段としては、入力された印刷イメージデータに基準マーク付加部により基準線
を付加して印刷し、スキャナ部により読み取った用紙に印刷されたイメージを位置補正部
によりラインごとに読み出し、最も左のドットが基準マーク付加部で付加した基準線の位
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置になるようライン単位でデータをずらして補正し、元の印刷用イメージデータと照合し
て印刷結果を検査する発明が開示されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、印刷物検査システムにおいて、高精度に位置決めを行うことに
より微少欠陥の検出を可能にすることを目的とし、手段としては、印刷された画像に対し
てある一定方向から印刷ドットを探索しながら走査したときに、最初に出現する印刷ドッ
トを抽出し、抽出した点列で近似される直線の傾きを入力画像の傾きとして計測し、計測
された傾きを回転パラメータとして一次変換を行うことにより、読み取った印刷画像を補
正する発明が開示されている。
【特許文献１】特開２００３－５４０９５号公報
【特許文献２】特開平７－８９０６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１では印刷された印刷物をスキャナ部により読み取り、予め印
刷データに付加された基準線を基準として、スキャナで読み取ったデータのドットをずら
す処理を行うため、本来の印刷品質の検査以外の前処理のために処理時間や処理付加が必
要となり、高速印刷には対応できないという問題がある。
【０００６】
　また特許文献２においても、印刷された画像をＡ／Ｄ変換器を介して読み取り、最初に
出現する印刷ドットをもとに画像の回転を補正するため、特許文献１と同様に本来の品質
検査以外の前処理のために処理時間や処理負荷が必要となり、高速印刷には対応できない
問題がある。
【０００７】
　また、特許文献１、２ともに、印刷機自体が持っている印字位置の部分的なずれ等に対
しては、印刷不良との分離手段がなく、印刷機自体が持っている初期的な位置ずれより小
さなずれを検査することができない。
【０００８】
　そこで、本発明は上記問題に鑑みてなされたものであり、印刷ページごとに補正処理を
行う必要がないため高速印刷に対応でき、印刷機が初期的に持っている印字位置ずれや階
調誤差によらず正確な検査が可能な記録不良検出装置及びこれを用いた画像記録装置を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題は第１の発明によれば、記録ヘッドより、入力記録データに基づいて記録媒体
にドットを形成し記録処理を行ったときの記録不良を検出する記録不良検出装置であって
、前記記録処理が行われた後の前記記録媒体へ、照明光を照射する照明部と、前記照明部
によって前記照明光が照射されている前記記録媒体の記録画像を、撮像し検出情報を出力
する撮像部とを有し、基準記録データを入力記録データとし、前記記録媒体に基準記録画
像として記録した後、前記基準記録画像を前記撮像部にて検出した基準検出情報を出力し
、前記基準検出情報と前記基準記録データとを比較して補正情報を生成し、前記入力記録
データを前記補正情報をもとに補正した補正入力記録データとすると共に、前記入力記録
データを前記記録媒体に入力記録画像として記録した後、前記撮像部にて検出し得られた
入力記録画像情報と、前記補正入力記録データとの比較結果に基づいて、前記記録不良の
発生の有無を判断する記録不良判定部を有する記録不良検出装置を提供することによって
達成できる。
【００１０】
　また、前記補正情報は、主走査方向及び又は副走査方向に対する前記ドットの位置補正
情報である。また、前記補正情報は、前記ドットの階調補正情報である。さらに、前記基
準記録データは、前記入力記録データとは異なる専用データである。
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【００１１】
　上記課題は第２の発明によれば、記録ヘッドより、入力記録データに基づいて記録媒体
に記録処理を行ったときの記録不良を検出する記録不良検出装置であって、前記記録処理
が行われた後の前記記録媒体へ、照明光を照射する照明部と、前記照明部によって前記照
明光が照射されている前記記録媒体の記録画像を、撮像し検出情報を出力する撮像部とを
有し、入力記録データを前記記録媒体に入力記録画像として記録した後、前記入力記録画
像を前記撮像部にて検出した入力記録画像情報を出力し、前記入力記録画像情報と前記入
力記録データとを比較して補正情報を生成し、前記入力記録データを前記補正情報をもと
に補正した補正入力記録データとすると共に、前記撮像部にて検出し得られた入力記録画
像情報と、前記補正入力記録データとの比較結果に基づいて、前記記録不良の発生の有無
を判断する記録不良判定部を有し、前記補正情報生成動作と前記記録不良判定動作とを同
一の前記入力記録画像に対して処理する記録不良検出装置を提供することによって達成で
きる。
【発明の効果】
【００１２】
 本発明によれば、印刷機が初期的に持っている印字位置ずれや階調誤差によらず正確に
記録不良を検出する記録不良検出装置及びこれを用いた画像記録装置及び記録不良検出方
法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。なお、以下の説明においては、
記録媒体の搬送方向を副走査方向とし、この搬送方向に直交する方向を主走査方向と定義
する。
【００１４】
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る記録不良検出装置の概念的なブロック構成を示
す。また、図２は、本実施形態に係る画像記録装置３０における記録不良検出装置の各構
成要素の配置を示している。
【００１５】
　画像記録装置３０には、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）等の上位装置から入力記録デ
ータ２が入力し、この入力記録データ２に基づいて紙やフイルム等の記録媒体３に画像を
記録する。本実施形態に係る記録不良検出装置１は、例えばインクジェット方式の記録ヘ
ッドのノズルからインクを吐出して定着させることにより一次元または二次元配列したド
ットで構成される画像を記録する処理を行う際、記録不良を検出するものである。
【００１６】
　記録不良検出装置１は、撮像部４、照明部５、搬送部６、記録部７、及び制御部８を有
し、制御部８には基準記録データメモリ９、演算部１０ａと補正情報メモリ１０ｂとを含
む画像補正処理部１０、及び記録不良判定部１１を少なくとも備えて構成されている。
【００１７】
　上位装置から送られてくる、記録する元情報となる入力記録データ２は、制御部８に入
力する。制御部８は、画像データを展開して適切なマッピングと濃度とで記録部７の記録
ヘッドにインクを吐出させる制御や、搬送部６の搬送制御、及び記録ヘッドとの記録タイ
ミングの調整制御などの、画像記録装置３０としての通常の制御機能を有している。尚、
画像記録装置３０には図示しない記録媒体３の給紙部、排紙部等を有している。
【００１８】
　撮像部４は、前述した記録処理がなされた記録媒体３の画像を撮像し、得られた画像（
検出情報）をディジタルデータに変換する。また、照明部５は、記録処理がなされた記録
媒体３に光を照射し、撮像のための二次光源面を形成する。さらに、搬送部６は、記録処
理がなされた記録媒体３を、撮像部４及び照明部５の有効視野範囲内に移動させる。
【００１９】
　制御部８は、上記撮像部４、照明部５、搬送部６、及び記録部７に対する記録媒体の撮
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像のためのタイミング制御を行い、上位装置から送られてくる入力記録データ２の取得処
理や、記録部７の制御、撮像部４で検出した画像情報との比較のための前処理、撮像部４
で検出した画像情報の取得処理等を統括的に行う。
【００２０】
　また、制御部８は、画像補正処理部１０の制御、及び記録媒体３に対する記録処理を行
った際の記録不良の有無を判定する記録不良判定部１１としての制御処理も行う。
　なお、制御部８は、制御機能及び演算機能を有しているＭＰＵ（演算処理装置）や制御
プログラムを格納しているＲＯＭ等の記憶部からなる処理回路と、装置の制御に関する設
定値等を保存しておく不図示の不揮発性メモリとを有している。また、制御部８は、所定
の制御プログラムをＭＰＵが記憶部から読み出して実行することによって上記各種の制御
処理を実現する。
【００２１】
　また、記録処理に際しては、制御部８は、上位装置から送られてくる入力記録データ２
を取得すると、当該制御部８の不図示のメモリに一旦記憶させる。そして、その画像デー
タにおける第１ライン～第ｎライン（ｎは２以上の整数）の画像データを記録部７に転送
して記録処理を行わせる。
【００２２】
　次に、図２を参照しながら記録不良検出装置１の各構成要素の説明を行う。
　搬送部６は、搬送ローラ対６ａを回転駆動することによって記録媒体３が副走査方向に
移動するように配置されており、記録媒体３の表面と撮像部４とが対向した位置関係を維
持しながら記録媒体３を搬送する。そして、搬送部６は、記録処理がされた記録媒体３を
撮像部４及び照明部５の有効視野範囲内に移動させる。
【００２３】
　記録部７の４色の記録ヘッド７－１（黒）、７－２（シアン）、７－３（マゼンタ）、
及び７－４（イエロー）は、撮像部４に対し上流側に配置されている。このように配置す
ることで記録処理がなされた直後の記録媒体３の記録状態をリアルタイムに検出すること
ができる。なお、制御部８は任意の位置に配置可能である。
【００２４】
　照明部５は、撮像部４内のラインセンサ４ａの受光エリアが投影される記録媒体３上の
視野を包含するように照射範囲が配置されており、記録媒体３上を直線状に照射する。照
明部５には、光量分布が直線状に均一で長い範囲を照明する光源として、直線状に発光す
る光源が備えられている。このような光源としては、例えば蛍光管を用いることができる
が、直線状に並べられたＬＥＤ（発光ダイオード）を用いてもよく、ＬＥＤを用いると装
置の小型化が可能になる。
【００２５】
　また、記録ヘッドのインクや記録媒体３などの反射特性に応じて赤外及び紫外域、太陽
光などの光源も用いることができるが、その際は光源波長に対して撮像部４のラインセン
サ４ａの波長感度特性を一致させると検出感度の面から好適となる。なお、記録媒体３の
搬送速度を速めるために高速で撮像する必要がある場合には、より大光量の照明が必要と
なる。この場合には、例えばメタルハライドランプを光源として照明光を光ファイバによ
り照明部５へと導き、この照明光を記録媒体３へ直線状に照射させる構成を照明部５に採
用することもできる。
【００２６】
　撮像部４には、ＣＣＤ（電荷撮像素子）やＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semi
conductor）を用いたラインセンサ４ａとレンズ４ｂとが内蔵されている。ここで、ライ
ンセンサ４ａの画素の配列は、その配列が記録媒体３の表面内に投影されたときの方向が
主走査方向となるように配置されている。従って、ラインセンサ４ａは、搬送部６によっ
て搬送される記録媒体３の表面に記録された二次元画像を連続的に読み取ることができる
。
【００２７】
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　なお、撮像部４におけるラインセンサ４ａの代わりに、二次元配列のエリアセンサを用
いることも可能である。その際は、記録媒体３の面に投影されるエリアセンサ受光面の視
野を二次元的に照射する照明系や、搬送部６に配置したエンコーダ素子などの出力を用い
ることにより、搬送速度に応じて適切な撮像タイミングで間欠的に画像情報を取得する。
また、記録媒体３、レンズ４ｂ、及びラインセンサ４ａの相互間の距離を設定することで
、画素配列のピッチと光学倍率とに応じた所望の解像度が得られる。
【００２８】
　なお、撮像部４は、その光軸の方向が記録媒体３の表面に対して垂直となるように配置
され、照明部５の照射軸５ｂ（図２参照）は、副走査方向と記録媒体３の表面に対して垂
直な方向とから成る平面内において記録媒体３の表面に対し、例えば４５度となるように
配置される。このような配置により、記録媒体３の表面で照明光の正反射光が撮像部４へ
入射することを回避できるので、撮像部４はコントラストの良好な画像を撮像できるよう
になる。
【００２９】
　制御部８及び記録不良判定部１１は、記録部７、搬送部６、撮像部４、及び照明部５と
物理的に離れた位置に配置されている。上位装置から送られてくる入力記録データ２は、
制御部８で取得され、撮像部４から出力される画像情報との比較が制御部８において行わ
れる。
【００３０】
　記録不良検出装置１は、上位装置から送られてくる入力記録データ２に基づいて記録媒
体３に記録された画像を、ラインセンサ４ａで連続的に読み取り、得られた画像情報と上
位装置から送られてくる入力記録データ２との比較処理を行う。そして、この比較処理の
結果に基づき、記録不良検出装置１は、インク詰まりやノズルの動作不良などによってイ
ンクが適切に吐出しなくなる記録不良の検出や、インクが記録媒体２上の目標位置に到達
しない着弾不良の検出を行う。
【００３１】
　次に、記録不良検出装置１による記録不良検出における補正手法について、図１と図３
を用いて説明する。
　なお、以下の説明では、上位装置から送られてくる画像データを前述のように、入力記
録データ２で示し、補正を行うためのキャリブレーション動作時において用いる固定画像
記録パターンである入力記録データを基準記録データで示し、前述の基準記録データメモ
リ９に予め登録しておく。
【００３２】
　また、基準記録データが記録媒体３に記録されたものを基準記録画像３ａで示し、この
記録された基準記録画像３ａを撮像部４で読み取った画像データを基準検出情報とし、基
準記録データと前記基準検出情報との比較演算によって得られた補正値を補正情報で示す
。更に、入力記録データ２に上記補正情報により補正処理を施した画像データを補正入力
記録データで示し、入力記録データ２に基づいて記録媒体３に記録された画像を入力記録
画像３ｂで示し、この入力記録画像３ｂを撮像部４で読み取った画像データを入力記録画
像情報とし、前述の補正入力記録データと入力記録画像情報を記録不良判定部１１におい
て比較処理することによって、記録不良を検出する。
【００３３】
　また、このデータは、ＲＧＢの各色で８ｂｉｔ（２５６階調）のデータである計２４ｂ
ｉｔのデータをドット毎に有しているものとする。ここで、８ｂｉｔで表現されているＲ
ＧＢ各色のドットデータにおいて、階調が最低のものの階調値を０とし、階調が最高のも
のの階調値を２５５とする。また、入力記録データに基づく記録処理が適切に行われた記
録媒体８において、階調値が最低（すなわち０）であるドットデータに対応する記録ドッ
トの階調を「黒」と表現することとする。また、入力記録データ２に基づく記録処理が適
切に行われた記録媒体３において、階調値が最高（すなわち２５５）であるドットデータ
に対応する記録ドットの階調を「白」と表現することとする。
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【００３４】
　但し、入力記録データ２に基づく記録処理が適切に行われたときには、階調値が最高で
あるドットデータに対応する記録ドットは、非記録ドット（記録媒体３に着弾させるイン
ク滴が元々吐出されないドット）になる。また、「記録不良」とは記録媒体３に記録され
る画像のドット抜け、階調不良等の記録された画像そのものの不良だけでなく、記録媒体
３に予め印刷されているプリプリント不良や、記録媒体の欠損、汚れ等の記録媒体３自身
の不良なども含む。
【００３５】
　本実施形態における記録不良検出装置１は、入力記録データ２に基づいて記録媒体３に
記録された画像を、ラインセンサ４ａで連続的に読み取り、得られた画像情報と、上位装
置から送られてくる入力記録データ２との比較処理を行うことにより、インク詰まりやノ
ズルの動作不良などによってインクが適切に吐出しなくなる記録不良の検出や、インクが
記録媒体３上の目標位置に到達しない着弾不良や、記録媒体３の部分的な不良の検出を行
う構成である。
【００３６】
　したがって、比較処理を行う双方のデータ間において、対応するドットデータの面内位
置や階調値の一致度が高いことが、正確な記録不良検出を行うために必要である。しかし
、実際には以下のような各種問題がある。例えば、記録部７の各ドットに対応するノズル
位置が部分的に不等間隔となっている場合や、撮像レンズ４ｂの収差によりラインセンサ
４ａ上の結像位置が主走査方向に固定的にずれている場合がある。また、記録ヘッド７－
１、７－２、７－３、及び７－４の各ノズルにおけるインク吐出量や吐出条件のばらつき
などの固有特性のばらつきにより記録後の濃度が主走査方向に不均一になる場合や、記録
媒体３の反射率が媒体種類ごとに異なる場合がある。更に、照明光のムラや撮像レンズ４
ｂの周辺光量低下が固定的に発生している場合や、記録部７が記録媒体３に対して位置ず
れし、画像がずれて記録される場合、記録媒体３が記録部７に対して斜行し、画像が斜め
にずれて記録される場合がある。
【００３７】
　これらの要因により、比較処理するドットデータの位置と階調値が一致しなくなると記
録不良検出性能が低下する。
　これらの位置誤差と階調の誤差を除去するために、本実施形態では、まず図１に示すよ
うに、通常の印刷動作とは異なる、補正のためのキャリブレーション動作モードの際、予
め決められた二次元配列パターンと階調情報を持つ基準記録データを前述の基準記録デー
タメモリ９に登録しておき、制御部８はスイッチ（ＳＷ０１）により基準記録データ２を
画像補正処理部１０、及び記録部７に接続する。
【００３８】
　このように操作することにより、記録部７により記録媒体３上に記録された基準記録画
像３ａは搬送部６により撮像部４の視野内まで移動され、撮像部４により基準検出情報と
して検出される。この時、基準記録画像３ａは画像記録装置３０の記録ヘッド７－１、７
－２、７－３、７－４固有の特性や記録不良検出装置１が持つ固有の位置や階調の誤差を
含んだ基準検出情報として撮像されており、スイッチ（ＳＷ０２）の切り替えにより、画
像補正処理部１０へと導かれる。
【００３９】
　上記処理により、画像補正処理部１０には基準記録データと基準検出情報とが揃い、演
算部１０ａによって両者を比較演算し、得られた両者の差が位置や階調の補正情報であり
、これを画像補正処理部１０の補正情報メモリ１０ｂに格納する。
【００４０】
　次に、図３に示す通常記録動作を行う。この時記録するデータは、スイッチ（ＳＷ０１
）の切り替えにより入力記録データ２を選択し、記録部７及び画像補正処理部１０に供給
する。記録部７により記録された記録媒体３上の入力記録画像３ｂは搬送部６により撮像
部４の視野内まで移動され、撮像部４により検出される。この時、入力記録画像３ｂは記
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録不良検出装置固有の位置や階調の誤差を含んだ入力記録画像情報として撮像されており
、スイッチ（ＳＷ０２）の切り替えにより記録不良判定部１１へと接続される。
【００４１】
　一方、スイッチ（ＳＷ０１）にて画像補正処理部１０に接続されたもう一方の入力記録
データ２は、画像補正処理部１０において、キャリブレーション動作時に予め求めた補正
情報を補正情報メモリ１０ｂから呼び出し、入力記録データ２と補正情報との加算を行う
。
【００４２】
　この処理により、入力記録データ２は、記録不良検出装置固有などの位置や階調の誤差
を含んだデータである補正入力記録データとなり、記録不良判定部１１で比較処理に用い
る参照データとなる。
【００４３】
　上記処理により、記録不良判定部１１の入力部に判定に必要なデータが揃い、記録不良
判定部１１において補正入力記録データと入力記録画像情報との差を求めることにより、
入力記録データ２の記録時に発生した記録不良を検出することができる。
【００４４】
　以上の構成において、入力記録データ２をＲＧＢ２４ｂｉｔで扱うことを前提としてい
るため、その他の部位もカラーに対応した構成を前提としている。例えば、記録部７はＲ
ＧＢのカラー情報をＣＭＹＫインクに対応したヘッドで記録するためにカラー変換を行い
、撮像部４はＲＧＢの各カラーフィルタを透過させた後の受光量をラインセンサ４ａにて
検出することによりＲＧＢ形式で入力記録画像３ｂを検出し、さらに画像処理補正部１０
で処理されるドット位置補正、階調補正など、制御部８に含まれる各部位はすべてＲＧＢ
の３ｃｈに対応した処理を行う。
【００４５】
　また、記録不良判定部１１は、ＲＧＢをＣＭＹＫに再度変換することにより、ＣＭＹＫ
各記録ヘッドの不良ドットを特定できる。当然ながら、モノクロ記録を前提とするのであ
れば、以上の部位は１ｃｈの構成をとればよく、システムの簡略化につながる。
【００４６】
　ここで、図１の構成におけるキャリブレーション動作において基準記録データを元に補
正情報を求め、図３の構成における通常記録動作において入力記録データに位置の補正情
報を加えて補正入力記録データを生成する手順について、図４を用いて説明する。尚、図
４において、主走査方向を紙面内右方向に、副走査方向を紙面内下方向とする。
【００４７】
　まず、図４（ａ）は、キャリブレーションのための基準となる基準記録データを４行４
列の二次元的な画像配列として、例えば３００ｄｐｉの記録密度で１ドットを１つの黒丸
に対応させて表した図である。ここで、記録ヘッドのノズル列も３００ｄｐｉとする。黒
丸の位置は、記録すべきドットの位置を示し、主走査方向に一次元的に配列された記録ヘ
ッドの各ノズル位置に対応する。各ドットには色と階調の情報も含まれるが、図４では位
置情報のみに簡略化して表している。
【００４８】
　記録ヘッドは、副走査方向に移動する記録媒体３に対して、記録ヘッドの各ノズルが時
系列にオン／オフ制御され、基準記録データの副走査方向のドットに応じて記録される。
　図４（ｂ）は基準記録データを記録媒体３に記録し、撮像部４により基準検出情報とし
て検出したデータを二次元的に表した図である。撮像部４の空間分解能としては、例えば
前述した記録密度３００ｄｐｉの２倍である６００ｄｐｉとしている。図４（ａ）におけ
る、副走査方向に対して３行目、主走査方向に対して２列目の（３，２）ドット、同様に
（４，２）、（１，３）、（２，３）ドットは、図４（ｂ）では、（５，２）、（７，２
）、（１，６）、（３，６）ドットとして検出される。
【００４９】
　これは、例えば記録ヘッドが初期的に持っている位置ずれの影響により基準記録データ
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が１ドットピッチの半分、つまりラインセンサ４ａが６００ｄｐｉの分解能であればライ
ンセンサ４ａの１画素ピッチだけずれたためである。前述の画像補正処理部１０において
、これらの基準記録データと基準検出情報を比較演算処理することにより、主走査方向の
このずれの方向と大きさを、例えば左側をマイナス（－）、右側をプラス（＋）、６００
ｄｐｉ相当の１ドットピッチを１として基準記録データの配列に対応させてマッピングし
たものが、図４（ｃ）に示す補正情報である。尚、ずれがないドットは０で示している。
【００５０】
　位置ずれの情報は１つのノズルにつき１つの値となるため、副走査方向に圧縮したもの
が図４（ｄ）の補正情報列である。この補正情報列が図１の画像補正処理部１０内にある
補正情報メモリ１０ｂに格納される。
【００５１】
　次に、図３の構成における通常記録動作において、入力記録データ２に補正情報を加え
て補正入力記録データを生成する過程を説明する。通常記録動作においては、図４（ｅ）
に示す入力記録データの位置情報を撮像部４や補正情報と同じ空間分解能である６００ｄ
ｐｉでマッピングしておき、図４（ｆ）に示すように、図１の画像補正処理部１０内にお
いて補正情報メモリ１０ｂに格納した図４（ｄ）の補正情報列を加算することにより、図
４（ｇ）に示す補正入力記録データを得る。
【００５２】
　この処理により、入力記録データ２は、記録不良検出装置１が有する固有の位置の誤差
を含んだデータである補正入力記録データとなり、記録不良判定部１１で比較処理に用い
る参照データとなる。
【００５３】
　その後、前述したように、記録不良判定部１１において補正入力記録データと入力記録
情報との差を求めることにより、入力記録データの記録時に発生した記録不良を検出する
ことができる。
【００５４】
　上記構成とすることにより、例えば図４（ｈ）の補正ありの列に示すように、主走査方
向第２列のノズルが不吐出となってドット抜けが発生した場合、前述の図４（ｇ）に示す
補正入力記録データに対して図４（ｈ）の入力記録画像情報を、記録不良判定部１１にて
比較判定することにより、図４（ｉ）記録不良判定（補正あり）に示すように主走査方向
に沿ってＴ、Ｆ、Ｔ，Ｔの順に各ドットの記録不良判定が行われ、主走査方向第２列のノ
ズルのみが不吐出であることを正しく判定する。尚、Ｔは記録不良なし、Ｆは記録不良あ
りのドットをそれぞれ示す。なお、図４（ｇ）、図４（ｈ）において、この例における４
列分のノズル列の主走査方向の位置は、８列分の分解能で対応付けられているものとする
。
【００５５】
　しかし、入力記録データ２に補正情報を加えないで記録不良判定を行った場合、図４（
ｅ）の入力記録データに対して、図４（ｈ）の入力記録画像情報を比較判定することにな
るため、図４（ｊ）記録不良判定（補正なし）に示すように主走査方向に沿ってＴ、Ｆ、
Ｆ，Ｔの順に各ドットの記録不良判定が行われることになり、本来のドット抜けが検出で
きず、さらにドット抜けしていない第３列のドットをドット抜けと誤検出してしまうこと
になる。
【００５６】
　次に、図１の構成におけるキャリブレーション動作において基準記録データ２を元に補
正情報を求め、図１の構成における通常記録動作において入力記録データに階調の補正情
報を加えて補正入力記録データを生成する手順について、図５を用いて説明する。
【００５７】
　図５は基準記録データの階調情報をＸ軸に、基準記録データを記録媒体に記録した後に
撮像部４で検出した基準検出情報の階調値をＹ軸にとり、両者の相関関係を表したグラフ
である。基準記録データの階調情報は、前述した記録ヘッド７－１、７－２、７－３、及
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び７－４の特性、記録不良検出装置１の有する固有の特性や、使用するインクの特性、記
録媒体３の色や反射率等の特性により基準記録画像情報の階調値とは必ずしも一致せず、
例えばＹ＝ｆ（Ｘ）で表せる相関特性を持つ。
【００５８】
　この例では、例えば記録媒体３が完全な白ではなく薄い色が付加されており、高濃度で
記録するに従い、にじみにより比例した濃い階調が得られない特性を示している。ノズル
との対応としては、記録ヘッドの各ノズル列に対応した一次元配列の各ドットにつき１つ
の図５に示すような特性を持たせておき、補正情報列としては図４（ｄ）と同様に６００
ｄｐｉの分解能のデータ列となる。この補正情報列を、前述した位置ずれ補正に対する補
正と同様に、入力記録データに対してＹ＝ｆ（Ｘ）の演算を施すことにより、記録不良検
出装置１等の固有の階調誤差で補正されたデータである補正入力記録データが得られ、記
録不良判定部１１において補正入力記録データと入力記録画像情報との階調差を求めるこ
とにより、入力記録データの記録時に発生した記録不良を検出することができる。
【００５９】
　さらに、前述したノズル位置補正は行わず、階調補正のみ行うことも可能である。この
場合、キャリブレーション動作において、基準検出情報と基準記録データとの比較演算に
より画像補正処理部１０で求めた補正情報は階調補正に関する値だけを有効とし、ノズル
位置に関するメモリ部には強制的に０を入力、つまりノズル位置補正は行わないようにし
ておけばよい。
【００６０】
　このように、補正情報を位置と階調とで選択的に用いることにより、各ノズルの吐出有
無の不良検出を精度良く行うことに留まらず、画像記録装置１が有する固有のノズル位置
ずれも含めて、総合的に記録画像の不良検出或いは画質評価を行うこともできる。
【００６１】
　次に、図１の基準記録データの画像パターン例を図６（ａ）に示す。この画像パターン
は各色毎（本実施の形態では４色）に設ける。基準記録データの画像範囲２０には、０階
調から２５５階調までを８分割したステップ上のパターンとしてある２１－１から２１－
８までの部分と、記録ヘッドの各ノズルに対応したドットパターンである２１－９とで構
成される記録エリア２１を設けてある。
【００６２】
　２１－１から２１－８までのエリアの階調値を撮像部により検出して基準記録データの
階調値と対応付けを行うことにより、図５に示す階調補正特性を得ることが容易となる。
また、記録エリア２１の主走査方向長さ２２は、補正未対応のノズルが生じないようにす
るために、記録ヘッドの主走査方向の長さよりも大きくしておく。
【００６３】
　図６（ｂ）には、図６（ａ）中の２１－９の部分の拡大図を示す。紙面内右が主走査方
向、紙面内下側が副走査方向を示す。基準記録データの１ドットに対応する１画素２４は
、例えば図６（ｂ）では記録ヘッドのノズル列Ｎｏ．１５に対応しており、このノズル列
は副走査方向の２３ドット目から２７ドット目までを記録することを表している。
【００６４】
　また、２５はノズル列１について副走査方向に３～７ドットの区間の印字領域を表して
いる。このドットパターンでは例えば、副走査方向３～７ドットの区間はノズル列１，６
，１１・・・と５列飛びに印字し、隣接ノズルからは同時に印字しない様なドットパター
ンとなっている。
【００６５】
　このように記録データドットを配列することにより、検出後の比較演算処理中において
記録の際のにじみや撮像系の分解能不足による隣接ノズル間の干渉を減らすことができ、
基準記録データとして記録媒体に記録後、撮像部４で基準検出情報として検出した後の、
画像処理補正部１０における基準記録データとの比較演算での位置誤差検出が容易となる
。
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【００６６】
　図７は上記第１の実施形態の変形例であり、キャリブレーション動作時の基準記録デー
タとして、上位装置から入力される入力記録データ２を用いる構成を示す。この時の記録
データとしては、図６に示したようなパターンを用いても良いし、主走査方向のドット位
置と階調特性が求められるような内容であれば他のパターンでも良く、記録不良検出装置
１及び制御部８の内部ではなく入力記録データ中に設けても問題はない。また、通常記録
動作に用いる入力記録データを基準記録データとして用いることもできる。
【００６７】
　この変形例における通常記録動作時の構成は、前述と同様の図１の構成を用いることが
できる。尚、補正情報としては上述した位置補正情報と階調補正情報の両方またはどちら
か一方とする事ができる。
【００６８】
　以上説明したように、上記第１の実施形態によれば、印刷ページごとに補正処理を行う
必要がないため高速印刷に対応でき、印刷機が初期的に持っている印字位置ずれや階調誤
差によらず正確な検査が可能となる記録不良検出装置を提供することができる。
【００６９】
　また、記録された画像を読みとるラインセンサ４ａの画素ピッチを記録される画像のド
ットピッチの２倍とし、ドット位置をより正確に検出する事が出来る。この為、対応する
ドットデータの面内位置や階調値の一致度をより高め、正確な記録不良検出を行うことが
できる。
【００７０】
　更に、ラインセンサ４ａの画素ピッチは、記録される画像のドットピッチの２倍に限ら
ず、それ以上でも良いし、等しくても良い。また、ドット毎の位置補正や、階調補正が不
要の場合には、ラインセンサ４ａの画素ピッチは、記録される画像のドットピッチ以下と
する事もできる。
【００７１】
　また、すべてのドットの基準検出情報が不要な場合には、ラインセンサ４ａは記録媒体
３に記録された記録幅以上である必要は無く、必要部だけで良い。この場合には、例えば
記録媒体の記録範囲の４角にだけキャリブレーションパターンを設け、この部分だけを読
みとり、記録媒体の色や、記録部７と記録媒体３との位置ずれなどを検出し、補正する事
が出来る。
【００７２】
　次に、本発明の記録不良検出装置の第２の実施形態について説明する。なお、第２の実
施形態の説明においては、上記第１の実施形態と共通する構成要素には同じ符号を付し、
第１の実施形態と共通の作用、又は効果においてはその説明を省略する。
【００７３】
　第２の実施形態は、前述の第１の実施形態の図１におけるキャリブレーション動作にお
いて、基準記録データを元に、基準記録データに対して高い分解能で検出した基準検出情
報に対し、濃度値に従って重み付けをした上で補正情報を求め、前述の図３の構成におけ
る通常記録動作において入力記録データに位置の補正情報を加えて補正入力記録データを
生成する手順について、図８を用いて説明するものである。尚、図８において、主走査方
向を紙面内右方向に、副走査方向を紙面内下方向とする。また、この図において、各画素
に示す数値は濃度値を表し、白を０で示し、黒を２５５で示す。
【００７４】
　まず、図８（ａ）は、前述の図４（ａ）と同様、キャリブレーションのための基準とな
る基準記録データを４行４列の二次元的な画像配列として、例えば３００ｄｐｉの記録密
度で１ドットを１つの黒丸に対応させて表した図である。ここで、記録ヘッドのノズル列
も３００ｄｐｉとする。黒丸の位置は、記録すべきドットの位置を示し、主走査方向に一
次元的に配列された記録ヘッドの各ノズル位置に対応する。各ドットには色と階調の情報
も含まれるが、図８では位置情報のみに簡略化して表している。
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【００７５】
　記録ヘッドは、副走査方向に移動する記録媒体３に対して、記録ヘッドの各ノズルが時
系列にオン／オフ制御され、基準記録データの副走査方向のドットに応じて記録される。
　図８（ｂ）は基準記録データを記録媒体３に記録し、撮像部４により基準検出情報とし
て検出したデータを二次元的に表した図である。撮像部４の空間分解能としては、例えば
前述した記録密度３００ｄｐｉの２倍である６００ｄｐｉとしている。例えば、図８（ａ
）における、副走査方向に対して３行目、主走査方向に対して４列目の（３，４）ドット
が、図８（ｂ）では、（５，７）画素と（５，８）画素に跨ったドットとして検出され、
各画素の濃度値の比が０，７対０，３であるとする。
【００７６】
　これは、例えば記録ヘッドが初期的に持っている、各ノズルの吐出ずれなどの影響によ
り、基準記録データが１ドットピッチよりも小さい距離だけずれた状態を表す。そして、
前述の画像補正処理部１０において、これらの基準記録データと基準検出情報を比較演算
処理することにより、主走査方向及び副走査方向のこのずれの方向と大きさを、例えば各
ドットに対応する濃度値を隣接画素の範囲で正規化した値を示したものが、図８（ｃ）に
示す補正情報である。尚、ずれがないドットは１で示している。
【００７７】
　位置ずれの情報は１つのノズルにつき１つの値となるため、副走査方向に圧縮したもの
が図８（ｄ）の補正情報列である。この補正情報列が前述の図１の画像補正処理部１０内
にある補正情報メモリ１０ｂに格納される。この例では、各列では副走査方向に正規化後
の濃度値の平均値をよっている。もし、副走査方向に対する濃度値のバラツキが大きく、
かつ周期的である場合には、後述するように補正情報は一次元ではなく二次元として処理
することもできる。
【００７８】
　次に、前述の図３の構成における通常記録動作において、入力記録データ２に補正情報
を加えて補正入力記録データを生成する過程を説明する。通常記録動作においては、図８
（ｅ）に示す入力記録データの位置情報を撮像部４や補正情報と同じ空間分解能である６
００ｄｐｉでマッピングしておき、図８（ｆ）に示すように、図１の画像補正処理部１０
内において補正情報メモリ１０ｂに格納した図８（ｄ）の補正情報列を乗算することによ
り、図８（ｇ）に示す補正入力記録データを得る。例えば、図８（ｇ）の（７，７）画素
は、図８（ｅ）の（７，７）画素の値１８７に図８（ｄ）の補正情報列の０，７の値を乗
算した値である１３１となる。
【００７９】
　この処理により、入力記録データ２は、記録不良検出装置１が有する固有の位置の誤差
を含んだデータである補正入力記録データとなり、記録不良判定部１１で比較処理に用い
る参照データとなる。
【００８０】
　その後、記録不良判定部１１において、図８（ｈ）に示すノズル抜け判定閾値を生成す
る。この例では、図８（ｇ）の補正入力記録データの各画素値に０，５を乗算した値を判
定閾値としているが、この値は検出率や印字システムを考慮して任意に設定できる。その
後、上記ノズル抜け判定閾値と入力記録画像情報との大小関係を比較することにより、入
力記録データの記録時に発生した記録不良を検出することができる。この例では、２列目
のノズルがノズル抜けと判定される。
【００８１】
　上記構成とすることにより、例えば図８（ｈ）の補正ありの列に示すように、主走査方
向第２列のノズルがノズル抜けとなってドット抜けが発生した場合、図８（ｈ）に示すノ
ズル抜け判定閥値に対して図８（ｉ）の入力記録画像情報を、記録不良判定部１１にて比
較判定することにより、図８（ｊ）に記録不良判定（補正あり）に示すように主走査方向
に沿ってＴ、Ｆ、Ｔ、Ｔの順に各ドットの記録不良判定が行われ、主走査方向第２列のノ
ズルのみがノズル抜けであることを正しく判定できる。なお、Ｔは記録不良なし、Ｆは記
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録不良ありのドットをそれぞれ示す。また、図８（ｈ）、図８（ｉ）において、この例に
おける４列分のノズル列の主走査方向の位置は、８列分の分解能で対応付けられているも
のとする。
【００８２】
　しかし、入力記録データ２に補正情報を加えないで記録不良判定を行った場合、図８（
ｅ）の入力記録データに対して、図８（ｉ）の入力記録画像情報を比較判定することにな
るため、図８（ｋ）に記録不良判定（補正なし）に示すように主走査方向に沿ってＴ、Ｆ
、Ｆ、Ｆの順に各ドットの記録不良判定が行われることになり、ノズル抜けしていない第
３列、第４列のドットをノズル抜けと誤検出してしまうことになる。
【００８３】
　なお、図８（ｇ）を得るための濃度値の演算には、図８（ｃ）の補正情報を得る際に、
隣接画素の平均を計算することや、濃度最大の画素を選択すること、更に各画素位置と濃
度値を元に重心を求めて補正値と計算することもできる。このように、記録ヘッドのドッ
ト密度よりも高密度な基準検出情報を得、各画素の輝度情報に応じて得た補正情報を用い
てノズル抜けを判定することにより、ノズルのピッチよりも高精度なノズル抜け判定が実
現可能となる。
【００８４】
　なお、画像記録装置固有の、記録ヘッドのミスディレクション、ヘッドの噴射タイミン
グ固定誤差、搬送系の制御誤差、ページ開始タイミングに対する固定的な搬送速度ムラ、
搬送系の機械的備心や形状誤差、ページ開始タイミングに対する固定的な搬送速度ムラな
どに起因するドット位置ずれに対しても精度良く検出を行う場合には、図８（ｆ）で乗算
処理を行う際、一次元の補正情報列を乗算するのではなく、任意の単位で領域を作成した
二次元配列の補正情報である図８（ｃ）を入力記録データの対応する各画素に乗算すれば
よい。補正情報を二次元にすることにより処理系やメモリアクセス系の負荷が増すようで
あれば、任意に一次元の補正に切り替えるなどの制御を行えば良い。
【００８５】
　次に、上記第２の実施形態の変形例について、図９及び図１０を用いて説明する。図９
は、本発明の第２の実施形態の変形例に係る記録不良検出装置の槻念的なブロック構成を
示し、キャリブレーション動作の状態を示す。また、図１０は通常の記録動作を表す図で
ある。図９が前述の図１と異なる点は、入力記録データ２の経路切り替えスイッチとして
、ＳＷＯ１の代わりにＳＷＯ３を設けた点、及びＳＷＯ２は常時演算部１０ａ及び補正情
報メモリ１０ｂのブロックへ接続されるという点である。
【００８６】
　動作としては、まずキャリブレーション動作を行う際、ＳＷＯ３は破線の状態に切り替
え、信号の流れを図１と同じにする。この時、補正情報は第１の実施形態と同じように補
正情報メモリ１０ｂに保持される。
【００８７】
　次に、通常記録動作を行う際は、ＳＷＯ３は実線の状態に切り替え、入力記録データ２
を記録部へ送り、同時に演算部を経ずに直接記録不良判定部１１へ送る。一方、記録不良
判定部１１において、もう一方の比較対象となる情報は、入力記録データ２が記録媒体に
記録された後に撮像部４で読み取り、ＳＷＯ２を経て入力記録画像情報として演算部１０
ａへ送られ、キャリブレーション動作時に補正情報メモリ１０ｂに保持された補正情報を
元に演算後、補正入力記録画像情報として記録不良判定部１１へ送られ、前述の入力記録
データと比較判定される。第２の実施形態では入力記録データに補正情報の演算を施した
が、この変形例では入力記録画像情報に対して補正情報の演算を施す点が相違している。
【００８８】
　次に、図８の構成におけるキャリブレーション動作において基準記録データを元に補　
正情報を求め、図９の構成における通常記録動作において入力記録画像情報に位置の補正
情報を加えて補正入力記録画像情報を生成する手順について、図１０を用いて説明する。
【００８９】
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　図８と異なる点は、図１０（ｅ）を入力記録データではなく入力記録画像情報としてい
る点、及び図１０（ｆ）での演算を乗算ではなく除算としている点である。なお、比較判
定の補正ありの場合と補正無しの場合の違いや効果については、図８と同様である。
【００９０】
　このように、入力記録画像情報に対して補正情報を演算処理することにより、処理系の
簡素化が行える場合がある。例えば、入力記録データが３００ｄｐｉの分解能であり、撮
像部が６００ｄｐｉのような場合である。このような場合、３００ｄｐｉの入力記録デー
タを６００ｄ ｐｉにすることは情報量を増やす方向となるため処理系の負荷が増すこと
から、６００ｄｐｉの撮像画像データから３００ｄ ｐｉの基準記録データを生成する方
が容易である。この際、６００ｄｐｉの隣接する各中心画素からの重心位置を元に濃度値
を重み付けした濃度値を対応する３００ｄ ｐｉ画素の濃度値とすることや、６００ｄ ｐ
ｉの画素の平均値をとることや、いずれか一方の画素を選択することなどの最適化を検出
精度に応じて行えばよい。
【００９１】
　以上説明したように、上記第２の実施形態によっても、印刷ページごとに補正処理を行
う必要がないため高速印刷に対応でき、印刷機が初期的に持っている印字位置ずれや階調
誤差によらず正確な検査が可能となる記録不良検出装置を提供することができる。
【００９２】
　また、記録された画像を読みとるラインセンサ４ａの画素ピッチを記録される画像のド
ットピッチの２倍とし、ドット位置をより正確に検出する事が出来る。この為、対応する
ドットデータの面内位置や階調値の一致度をより高め、正確な記録不良検出を行うことが
できる。
【００９３】
　更に、ラインセンサ４ａの画素ピッチは、記録される画像のドットピッチの２倍に限ら
ず、それ以上でも良いし、等しくても良い。また、ドット毎の位置補正や、階調補正が不
要の場合には、ラインセンサ４ａの画素ピッチは、記録される画像のドットピッチ以下と
する事もできる。
【００９４】
　また、すべてのドットの基準検出情報が不要な場合には、ラインセンサ４ａは記録媒体
３に記録された記録幅以上である必要は無く、必要部だけで良い。この場合には、例えば
記録媒体の記録範囲の４角にだけキャリブレーションパターンを設け、この部分だけを読
みとり、記録媒体の色や、記録部７と記録媒体３との位置ずれなどを検出し、補正する事
が出来る。
【００９５】
　次に、本発明を実施する記録不良検出装置の第３の実施形態について説明する。なお、
第３の実施形態の説明においては、第１及び第２の実施形態と共通する構成要素には同じ
符号を付し、第１及び第２の実施形態と共通の作用、又は効果においてはその説明を省略
する。
【００９６】
　図１１は、第３実施形態に係る記録不良検出装置の概念的なブロック構成を示す。また
、図１２は、第３実施形態に係る記録不良検出装置中の画像補正処理部１０の詳細ブロッ
ク図を示す。
【００９７】
　図１１における第３実施形態の特徴は、前述の図１や図７に示すようなキャリブレーシ
ョン動作過程を持たず、通常記録時にリアルタイムに補正動作を行う点である。その手段
としては、図１１のスイッチ（ＳＷ０１）は常に入力記録データ２を選択して画像補正処
理部１０へ入力させ、入力記録データ２を記録媒体３に記録した入力記録画像３ｂを撮像
部４により検出した入力記録画像情報を、画像補正処理部１０と記録不良判定部１１の両
方へスイッチ（ＳＷ０２）により常時接続させる。
【００９８】
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　このように接続することにより、図１２に示すように補正情報が常に入力記録データに
加算された状態で記録不良判定部１１により判定が行われるため、キャリブレーション動
作と通常記録動作を時間的に切り替える必要がなくなり、画像記録装置が初期的に持って
いる印字位置ずれや階調誤差が一定の時定数で補正され、正確な検査がリアルタイムで可
能となる。
【００９９】
　この時、入力記録データ２の中から、記録ヘッドのノズル位置や階調情報を基準記録デ
ータとして抽出するために、周辺のドットとの空間的な干渉を受けることなく検出する方
法として、閾値処理による領域分割やテンプレート法による特徴量抽出を用いることがで
きる。以降、図１３と図１４を用いて説明する。
【０１００】
　例えば、ＲＧＢ２４ｂｉｔ形式の入力記録データにおいて、２５５階調となっている白
レベルの階調を補正する場合、図１４のステップＳ１１において、例えば閾値を２５０と
して２５０以上のドットを２５５に、２５０未満のドットを０に置き換えることにより入
力記録データを逐次二値化し、ステップＳ１２において、図１３に示すような２階調の白
黒の中間画像を一旦作成する。なお、閾値を２５５ではなく２５０とした理由は、階調補
正の誤差許容範囲内で、基準記録データとなるドットを抽出する確率を高くするためであ
る。
【０１０１】
　次に、ステップＳ１３にて、例えば主走査方向に３ドット、副走査方向に３ドットの３
×３のテンプレートを用いて中間画像を照合する。この時のテンプレートには、図１３（
ａ）に示すように白部を抽出するために９ドットすべてに階調値２５５が入力してあるパ
ターンを用いる。
【０１０２】
　この照合により、３×３ドットの領域がすべて２５５階調となっているという特徴量を
持ったドットエリアで成る特徴量抽出画像がステップＳ１４にて得られる。ここで得られ
た白のドットエリアの内、階調補正に用いる基準記録データとして抽出するドットは、中
央の１ドットとすることにより、周辺のドットからのインクにじみや、撮像系の分解能不
足による隣接ドットとの干渉などにより補正精度が低下することを防ぐことができる。
【０１０３】
　このようにして得た特徴量抽出画像に対し、抽出前の入力記録データが記録媒体３に記
録された後、撮像された入力記録画像情報と主走査方向に一致したドット同士を比較して
、図４（ｄ）に示すような一次元配列の補正情報が得られ、これにより階調補正された補
正入力データを記録不良判定部１１へ送ることにより記録不良判定を逐次行っていく。
【０１０４】
　補正開始直後は、一次元配列である補正情報は離散的にしか埋め込まれていないが、搬
送速度程度の速度で逐次繰り返し処理していくことにより、補正情報を埋め込まれている
配列を増やしていくことができ、時間経過と共に階調補正されたドットが増え、階調補正
を行った上で実動作中に記録不良検出が行える。
【０１０５】
　一方、入力記録データにおいて０階調となっている黒レベルの階調を補正する場合は、
図１４のステップＳ１１において、例えば閾値を５として、５より大きいドットを２５５
に、５以下のドットを０に置き換えることにより入力記録データを逐次二値化し、２階調
の白黒の中間画像を一旦作成する。
【０１０６】
　以降は、白レベルの階調補正と同様の手順で処理を行う。ただし、テンプレートとして
は、図１３（ｂ）に示すように黒を抽出するためにすべて０が入力してあるパターンを用
いる。
【０１０７】
　さらに、複数の中間階調レベルに対しても閾値とテンプレートに入力しておく階調値を
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中間階調にすることで同じ手順で抽出することができ、非線形な階調特性を補正すること
が可能である。
【０１０８】
　次に、記録ヘッドのノズル位置を補正する場合について説明する。フローチャートは図
１４に示す階調補正の場合と同じである。ここで、入力記録データから基準記録データと
して抽出すべきドットパターンは、１ノズル単位での位置情報が必要となるため、図６（
ｂ）の２５に示すような、階調がなるべく黒に近く、幅が１ドットのドットパターンであ
る。幅が1ドットと細く、撮像系による分解能の影響を受けやすいことから、閾値による
領域分割の際は閾値を２つ設定して三値化すると、位置補正エラーを減らすために効果的
である。
【０１０９】
　図１３の例では、ステップＳ１１にて三値化の閾値を１２８と２５０に設定している。
このように設定することで、入力記録データは階調値が２５０以上のドットを２５５に、
２５０未満１２８以上のドットを１２８に、１２８未満のドットを０に置き換えることに
より入力記録データを逐次三値化し、ステップＳ１２において図１３に示すような３階調
の中間画像を一旦作成する。
【０１１０】
　次に、ステップＳ１３にて階調補正の時と同様に３ドットの３×３のテンプレートを用
いて中間画像を照合するが、ここでは、図１３（ｃ）に示すような、主走査方向の中央に
黒を抽出するための０が、両端に白を抽出するための２５５が入力されている配列となっ
ているパターンを用いる。このパターンを用いることにより周辺のドットからのインクに
じみや、撮像系の分解能不足による隣接ドットとの干渉などにより補正精度が低下するこ
とを防ぐことができる。
【０１１１】
　また、三値化で設定した白と黒の中間の１２８階調のドットを除去するために、パター
ン中には０と２５５の階調値しか入力しないようにしている。入力記録データの内容によ
っては、このパターンを用いた時の抽出率が低い場合があるが、その場合は、あらかじめ
図１３（ｄ）、（ｅ）、（ｆ）に示すようなパターンを用意しておき、抽出率に応じて使
い分けても良い。
【０１１２】
　階調補正と同様に、このようにして得た特徴量抽出画像と、抽出前の入力記録データが
記録媒体８に記録された後撮像された入力記録画像情報とで主走査方向に対して一致した
ドット同士を比較して、図４（ｄ）に示すような一次元配列の位置補正情報が得られ、こ
れにより位置補正された補正入力データを記録不良判定部１１へ送ることにより記録不良
判定を逐次行っていく。
【０１１３】
　以上説明したように、第３の実施形態によれば、キャリブレーション動作と通常記録動
作を時間的に切り替える必要がなくなると同時に、印刷機が初期的に持っている印字位置
ずれや階調誤差が一定の時定数で補正され、正確な検査がリアルタイムで可能となる高速
な記録不良検出装置を提供することができる。
【０１１４】
　以上、本発明の実施形態についてそれぞれ説明したが、本発明は前述した実施形態に限
定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で種々の改良・変更が可能であ
る。例えば、前述した本発明の各実施形態に示された全体構成から幾つかの構成要素を削
除してもよいし、さらには各実施形態の異なる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【０１１５】
　また、前述した本発明の各実施形態において、画像補正処理部で補正可能な項目は、要
因が記録ヘッドの各ノズル間隔に限られるものではなく、ヘッド全体の回転ずれや搬送部
の位置ずれに起因するスキュー成分も含まれる。また補正可能な階調特性として、白レベ
ル、黒レベル、ガンマ特性、カラー画像における色調なども含まれる。
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【０１１６】
　また、前述した本発明の各実施形態において、記録媒体として背景画が印刷されたプリ
プリント媒体や色付き媒体、穴あき媒体を用いることも可能である。記録前の記録媒体上
の画像も含めて得られた基準検出情報と入力記録データとの対応付けが画像補正処理部１
０においてキャリブレーション動作により行われるため、通常の白紙の記録媒体と同様に
記録不良検出を行うことが可能であり、背景画や穴あき媒体等の二次元の画像の補正が必
要な場合には、二次元配列した補正情報を使用する。記録媒体の色違い、欠損・汚れ等に
よる記録不良も同時に検出可能である。
【０１１７】
　さらに、記録不良の原因を、記録された画像そのものの不良と記録媒体の欠損・汚れ等
による不良とに切り分ける手段として、画像補正処理部１０に含まれる補正情報メモリを
２つ設けても良い。手順としてはまず、キャリブレーション動作において基準記録データ
に白紙情報を入力して記録動作を行い検出した基準検出情報を白紙の基準記録データと比
較演算することにより、記録媒体のみの補正情報を得、記録媒体用の補正情報メモリへ格
納する。
【０１１８】
　次に、前述したような通常の基準記録データを記録することにより、記録媒体の補正情
報も含まれた補正情報を得て、記録媒体の補正情報も含まれた補正入力記録データを得る
事ができる。さらに、記録媒体の補正情報も含まれた補正入力記録データから既に検出し
た記録媒体のみの補正情報を差し引くことにより、記録された画像のみの補正入力記録デ
ータを得ることが出来る。この２つの補正入力記録データを用いて２度不良判定する事に
より記録された画像そのものの不良と記録媒体に起因する不良とを個別に検出することが
できる。
【０１１９】
　また、印刷の方式としてはインクジェット方式に限られるものではなく、ドット単位で
記録する方式でさえあれば良く、静電式や熱転写方式の記録ヘッドを用いた印刷機でも良
く、オフセット印刷や孔版印刷等の印刷機においても同様に本発明を適用することが可能
である。
【図面の簡単な説明】
【０１２０】
【図１】第１の実施形態に係る記録不良検出装置のキャリブレーション動作時における概
念的なブロック構成を示す図である。
【図２】記録不良検出装置の各構成要素の配置を示す図である。
【図３】第１の実施形態に係る記録不良検出装置の通常記録動作時における概念的なブロ
ック構成を示す図である。
【図４】（ａ）は、キャリブレーションのための基準となる基準記録データに一例を示す
図であり、（ｂ）は、基準記録データを記録媒体に記録し、撮像部により基準検出情報と
して検出したデータを二次元的に表した図であり、（ｃ）は、補正情報の一例を示す図で
あり、（ｄ）は、補正情報列の一例を示す図であり、（ｅ）は、入力記録データの一例を
示す図であり、（ｆ）は、補正情報列の一例を示す図であり、（ｇ）は、補正入力記録デ
ータの一例を示す図であり、（ｈ）は、入力記録画像情報の一例を示す図であり、（ｉ）
は、本例の補正処理を行った場合の不良判定結果を示す図であり、（ｊ）は、本例の補正
処理を行わない場合の不良判定結果を示す図である。
【図５】階調の補正情報に係る階調補正特性を表す図である。
【図６】（ａ）は、基準記録データの画像パターン例を示す図であり、（ｂ）は、基準記
録データの画像パターンの階調情報部を拡大して示す図である。
【図７】第１の実施形態の変形例に係る記録不良検出装置のキャリブレーション動作時に
おける概念的なブロック構成を示す図である。
【図８】（ａ）は、キャリブレーションのための基準となる基準記録データに一例を示す
図であり、（ｂ）は、基準記録データを記録媒体に記録し、撮像部により基準検出情報と
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して検出したデータを二次元的に表した図であり、（ｃ）は、補正情報の一例を示す図で
あり、（ｄ）は、補正情報列の一例を示す図であり、（ｅ）は、入力記録データの一例を
示す図であり、（ｆ）は、補正情報列の一例を示す図であり、（ｇ）は、補正入力記録デ
ータの一例を示す図であり、（ｈ）は、ノズル抜け判定閾値の一例を示す図であり、（ｉ
）は、入力記録画像情報の一例を示す図であり、（ｊ）は、本例の補正処理を行った場合
の不良判定結果を示す図であり、（ｋ）は、本例の補正処理を行わない場合の不良判定結
果を示す図である。
【図９】第２の実施形態に係る記録不良検出装置のキャリブレーション動作時における概
念的なブロック構成を示す図である。
【図１０】（ａ）は、キャリブレーションのための基準となる基準記録データに一例を示
す図であり、（ｂ）は、基準記録データを記録媒体に記録し、撮像部により基準検出情報
として検出したデータを二次元的に表した図であり、（ｃ）は、補正情報の一例を示す図
であり、（ｄ）は、補正情報列の一例を示す図であり、（ｅ）は、入力記録データの一例
を示す図であり、（ｆ）は、補正情報列の一例を示す図であり、（ｇ）は、補正入力記録
データの一例を示す図であり、（ｈ）は、入力記録画像情報の一例を示す図であり、（ｉ
）は、ノズル抜け判定閾値の一例を示す図であり、（ｊ）は、本例の補正処理を行った場
合の不良判定結果を示す図であり、（ｋ）は、本例の補正処理を行わない場合の不良判定
結果を示す図である。
【図１１】第３の実施形態に係る記録不良検出装置における概念的なブロック構成を示す
図である。
【図１２】第３の実施形態に係る記録不良検出装置における画像補正処理部の概念的なブ
ロック構成を示す図である。
【図１３】第３の実施形態に係る記録不良検出装置における画像補正処理部の、入力記録
データから基準記録データを抽出する方法を示す図である。
【図１４】第３の実施形態に係る記録不良検出装置における画像補正処理部の入力記録デ
ータから基準記録データを抽出するフローチャートである。
【符号の説明】
【０１２１】
　　　　１　記録不良検出装置
　　　　２　入力記録データ
　　　　３　記録媒体
　　　　４　撮像部
　　　　４ａ　ラインセンサ
　　　　４ｂ　レンズ
　　　　５　照明部
　　　　６　搬送部
　　　　６ａ　搬送ローラ対
　　　　７　記録部
　　　　７－１，７－２，７－３，７－４　記録ヘッド
　　　　８　制御部
　　　　９　基準記録データメモリ
　　　１０　画像補正処理部
　　　１１　記録不良判定部
　　　２０　基準記録データの画像範囲
　　　２１　基準記録データの記録エリア
　　　２１－１，２１－２，２１－３，２１－４，２１－５，２１－６，２１－７，２１
－８，２１－９　基準記録データの記録パターン
　　　２２　記録エリア２１の主走査方向長さ
　　　２４　一画素
　　　２５　印字領域
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　　　３０　画像記録装置
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